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暮らしの知って得する情報を紹介します。

気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

日時 場所申し込み 問い合わせ申 問

※ 納税は、簡単で便利な口座振替を。
※ 納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
　 早めの納税をお願いします。
※ 口座振替で納付の方は預金残高の確認を。

●国民健康保険税	 （５期）
●後期高齢者医療保険料	 （５期）

納期限
12月2日（月）11月の納税等

児
童
虐
待
を
防
止
し
ま
し
ょ
う

「
未
来
へ
と　
命
を
繋
ぐ　
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）」

　
子
育
て
に
悩
み
や
不
安
を
感
じ
た
ら
1
人
で
抱
え

込
ま
ず
、
身
近
な
専
門
機
関
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。ま
た
、虐
待
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
や
家
庭
を
知
っ

た
と
き
に
は
、
通
告
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
連
絡
さ
れ
た
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
11
月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
で
す
。

24
時
間
対
応

　
・
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

T
E
L 

１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

　
・
い
ば
ら
き
虐
待
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

T
E
L 

0
2
9ｰ

3
2
2ｰ

0
2
9
3

平
日
（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

　
・
茨
城
県
中
央
児
童
相
談
所

T
E
L 

0
2
9ｰ

2
2
1ｰ

4
1
5
0

　
・
笠
間
市
家
庭
児
童
相
談
室

T
E
L 
0
2
9
6ｰ

7
0ｰ

5
4
1
1

　
・
笠
間
警
察
署
（
生
活
安
全
課
）

T
E
L 

0
2
9
6ｰ
7
3ｰ

0
1
1
0

　
・
子
ど
も
福
祉
課

T
E
L 

0
2
9
6ｰ

7
7ｰ
1
1
0
1

問 

子
ど
も
福
祉
課
（
内
線
1
6
5
）

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
開
館
情
報

※
笠
間
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
『
み
つ
ば
ち
』

毎
週
月
～
金
曜
日
に
開
設
（
か
さ
ま
こ
ど
も
園

内
午
前
10
時
～
午
後
4
時
）。
祝
日
は
休
み
。

※
岩
間
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
『
く
り
の
こ
』

毎
週
月
・
水
・
木
・
金
曜
日
に
開
設
（
市
民
セ
ン
タ
ー

い
わ
ま
内
午
前
10
時
～
午
後
4
時
）。
祝
日
は
休
み
。

※
友
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー『
か
ん
が
る
ー
』

毎
週
月
～
金
曜
日
に
開
設

子
育
て
・
教
育

（
児
童
館
内
午
前
9
時
～
午
後
4
時
）。

※ 

健
診・予
防
接
種
な
ど
は
、保
健
カ
レ
ン
ダ
ー

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

子
ど
も
福
祉
課
（
内
線
1
6
2
）

保
健
・
医
療
・
福
祉

〈
介
護
保
険
〉
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を

受
け
て
い
る
方
の
税
控
除
に
つ
い
て

【
障
害
者
控
除
に
つ
い
て
】

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を
受
け
て
い

る
方
の
う
ち
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
な
ど
の
状
態
に
あ
る

方
に
つ
い
て
は
、
障
が
い
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
認
定

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
「
障
害
者
控
除
」
の
対
象
と
な
り
、

一
定
額
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
福
祉
事
務
所
長
が
交
付
す
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
証
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
認
定
証
が
必
要
な
方
は
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○�

申
請
対
象
者
：
６５
　
歳
以
上
で
、
介
護
保
険
の

要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を
受
け
て
い
る
方

※ 

平
成
22
年
以
降
に
認
定
証
を
交
付
さ
れ
た
方
は
、
本
年
以
降

も
有
効
に
使
用
で
き
ま
す
の
で
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
心
身
の
状
態
が
変
わ
っ
た
場
合
は
再
申
請
の

必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
】

　
寝
た
き
り
の
方
が
使
用
す
る
お
む
つ
代
に
つ
い
て
は
、
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
確
定
申
告
の
際
に
「
お
む
つ
代
の
領
収
書
」
と
、
医

師
が
発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
要
介
護
（
支
援
）
認
定
を
受
け
て
い
て
、
お
む
つ
代
に

つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方
は
、

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
え
て
、
市
が
発
行
す
る
「
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
係
る
主
治
医
意
見
書
内
容
確
認

書
」
で
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
確
認
書
が
必

要
な
方
は
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○�

申
請
対
象
者
：
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
お
む
つ

代
に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方

※ 

昨
年
以
前
に
確
認
書
を
発
行
し
た
方
で
も
、
本
年

の
申
告
用
に
改
め
て
確
認
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
に
つ
い
て
】

○
申
請
場
所
：
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
福
祉
課

○
必
要
な
も
の
：
対
象
者
の
印
鑑

※ 

認
定
証
・
確
認
書
の
交
付
に
あ
た
っ
て
は
、
要
介

護
認
定
調
査
時
の
主
治
医
意
見
書
を
用
い
て
確
認

を
行
い
ま
す
。
意
見
書
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
認

定
証
及
び
使
用
証
明
書
が
交
付
で
き
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
申
請
期
限
:
令
和
元
年
12
　
月
27
　
日
（
金
）

　
※ 

期
限
後
も
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
が
、
交
付
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問  

高
齢
福
祉
課（
内
線
1
7
1
）

　

  

笠
間
支
所
福
祉
課（
内
線
7
2
1
3
2
）

　

  

岩
間
支
所
福
祉
課（
内
線
7
3
1
7
4
）

※ 

税
制
度
に
関
す
る
ご
質
問
に
つ
き
ま
し
て
は
、
税
務

課（
内
線
1
1
3
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
を
利
用
す
る
と

医
療
に
か
か
る
負
担
を
軽
減
で
き
ま
す

　
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
は
、
一

部
負
担
金
を
公
費
で
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
申
請
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
※ 

妊
産
婦
マ
ル
福
が
利
用
で
き
る
の
は
原
則
、

産
婦
人
科
医
療
機
関
の
み
と
な
り
ま
す
。

妊
娠
に
合
併
し
た
疾
病
で
、
他
診
療
科
な

ど
の
検
査
・
診
断
・
治
療
を
す
る
場
合
は
、

原
則
と
し
て
産
婦
人
科
医
療
機
関
か
ら
紹

介
が
あ
る
場
合
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
申
請
方
法
や
助

成
額
な
ど
の
詳
細

は
、
笠
間
市
H
P

を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問 

保
険
年
金
課
（
内
線
１
４
３
）

笠
間
支
所　
市
民
窓
口
課
（
内
線
７
２
１
２
４
）

岩
間
支
所　
市
民
窓
口
課
（
内
線
７
３
１
８
１
）

文
化
・
ス
ポ

ー

ツ

駅
前
シ
ネ
マ
の
変
更
及
び
茨
城
映
画

祭
り
を
実
施
し
ま
す

　
マ
ル
チ
ホ
ー
ル
の
利
用
者
向
上
の
た
め
、
駅

前
シ
ネ
マ
を
毎
週
木
曜
日
か
ら
日
曜
日
（
月
１

回
）
開
催
に
変
更
し
ま
す
。
今
後
も
定
期
的
に

映
画
を
上
映
し
ま
す
の
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

※ 

駅
前
シ
ネ
マ
の
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
は
継
続
し

て
ご
利
用
で
き
ま
す
。

  

12
月
1
日（
日
）「
棘
の
中
に
あ
る
奇
跡
～
笠
間
の
栗
の
木
下
家
」

　

  

①
午
前
10
時
～　
②
午
後
２
時
～　

※
各
回
主
演
の
西に

し
尾お
舞ま
生う
さ
ん
の
舞
台
挨
拶
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

  

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
と
も
べ
「
ト
モ
ア
」

【
参
加
費
】
一
般
1
0
0
0
円
、
身
障
者
・
シ

ニ
ア
（
65
歳
以
上
）
8
0
0
円
、
子
ど
も
（
小

学
生
～
高
校
生
）
5
0
0
円
、
未
就
学
児
無
料

申
・
問 

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
と
も
べ「
ト
モ
ア
」

T
E
L 

0
2
9
6
（
71
）
6
6
3
7

笠
間
市
国
際
交
流
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

ド
イ
ツ
・
ラ
ー
ル
市
友
好
都
市
交
流
ダ
ン
ボ
ー
ル
ア
ー
ト
展

　
笠
間
の
家
２
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
・

ラ
ー
ル
市
の
商
業
系
中
高
一
貫
校
の
生
徒
に
よ
る
ダ

ン
ボ
ー
ル
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
作
品
展
を

開
催
し
ま
す
。作
品
は
将
来
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
学
生
の
作
品
で
す
。

　
展
示
期
間
中
は
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー

の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

12
月
19
日（
木
）正
午
～
12
月
27
日（
金
）正
午

　

  

笠
間
の
家

12
月
の
日
本
語
教
室　
7
日
、
14
日
、
22
日

（
会
場
：
ト
モ
ア　
午
前
10
時
～
）

＊
外
国
人
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
・
問 

笠
間
市
国
際
交
流
協
会　
木
村
美
枝
子

T
E
L 

０
９
０ｰ

２
７
６
１ｰ

８
７
１
１

生
活
環
境

空
家
・
空
地
バ
ン
ク
制
度
の
補
助
を
活
用
し
ま
せ
ん
か

　
空
家
・
空
地
の
バ
ン
ク
制
度
の
活
性
化
の
た
め
、
各
種

補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
10
月
か
ら
は
、
家
財
道
具
等

の
処
分
補
助
も
新
設
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
入
居
に
関
す
る
補
助

【
購
入
者
】

○
補
助
金：購
入
価
格
の
３
％
以
内（
上
限
30
万
円
）

【
賃
借
者
】

○
補
助
金：家
賃
２
か
月
相
当
分（
上
限
10
万
円
）

※ 

５
年
以
上
居
住
す
る
も
の
。賃
借
者
に
つ
い
て
は
、新
規
転
入
者
に
限
る

■
修
繕
に
関
す
る
補
助

○
対
象
者
：
空
家
の
所
有
者
、
購
入
者

○
補
助
額：修
繕
費
用
の
１
／
２
以
内（
上
限
50
万
円
）

※ 

10
年
以
上
バ
ン
ク
を
活
用
ま
た
は
居
住
す
る
こ
と

■
既
存
住
宅
調
査
補
助

○
対
象
者
：
空
家
の
所
有
者
、
購
入
者
、
利
用
登
録
者

○
補
助
額
：
調
査
費
用
の
１
／
２
以
内（
上
限
2.5
万
円
）

※
既
存
住
宅
状
況
調
査
技
術
者
が
行
っ
た
調
査
に
限
る

■
瑕
疵
保
険
補
助

○
対
象
者
：
空
家
の
所
有
者
、
購
入
者

○
補
助
額
：
費
用
の
1
／
2
以
内（
上
限
5
万
円
）

■
家
財
道
具
等
処
分
補
助
【
新
規
】

○
対
象
者
：
空
家
の
所
有
者

○
補
助
額：処
分
委
託
費
用
の
1
/
2
以
内（
上
限
10
万
円
）

※ 

市
の
一
般
廃
棄
物
許
可
業
者
へ
委
託
し
処
分
す
る
場
合
に
限
る

　
補
助
事
業
を
活
用
す
る
に
は
、
一
定
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問 

都
市
計
画
課
空
家
政
策
推
進
室
（
内
線
5
3
4
）

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に

国
民
年
金「
付
加
年
金
」制
度
を
利
用
し
ま
せ
ん
か
？

≪
国
民
年
金
付
加
年
金
と
は
≫

　
国
民
年
金
の
保
険
料
の
ほ
か
に
付
加
保
険
料

を
納
め
る
と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
に

付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る
制
度
で
、
老
齢
基
礎

年
金
と
合
わ
せ
て
受
給
で
き
る
終
身
年
金
で
す
。

　
納
付
は
申
し
込
ん
だ
月
分
か
ら
と
な
り
、
支
払
っ
た
保

険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
付
加
保
険
料
は
、
月
額
４
０
０
円
で
す
。

　

 

定
額
保
険
料
１
６
４
１
０
円（
平
成

３１
年
度
）

＋  

付
加
保
険
料
４
０
０
円

○
付
加
年
金
の
受
給
額
（
年
額
）
は
、

　
２
０
０
円
×「
付
加
保
険
料
を
納
付
し
た
月
数
」で
す
。

　
付
加
年
金
を
希
望
さ
れ
る
方
は
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
年
金
手
帳
・
認
印
を
ご
持
参
の
う
え
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

≪
対
象
者
≫

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
任
意
加
入

被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
方
を
除
く
）
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

申
・
問 

保
険
年
金
課
（
内
線
1
4
1
）　

　

 

笠
間
支
所
市
民
窓
口
課
（
内
線
7
2
1
2
3
）

　

 

岩
間
支
所
市
民
窓
口
課
（
内
線
7
3
1
8
1
）

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
安
全
点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
防
止
の
た
め
、
安
全
点

検
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
放
置
す
る
と
、
地
震

の
際
に
倒
壊
し
、
人
に
危
害
を
加
え
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
避
難
路
や
通
学

路
な
ど
、
多
く
の
人
が
通
行
す
る
道
路
に
面
し

た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
注
意
が
必
要
で
す
。

　
所
有
者
の
責
任
に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
が

基
本
と
な
り
ま
す
の
で
、安
全
点
検
を
実
施
し
、

適
正
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
以
下
の
項
目
を
点
検
し
、
ひ

と
つ
で
も
チ
ェ
ッ
ク
が
つ
か
な
い
場
合
は
危
険

な
の
で
改
善
し
ま
し
ょ
う
。
分
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
れ
ば
、
専
門
家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

□
塀
の
高
さ
は
地
盤
か
ら
2.2
m
以
下
か
。

□ 

塀
の
厚
さ
は
10 

cm
以
上
か
。（
高
さ
が

2
m
超
の
場
合
は
15 cm
以
上
）

マル福の種類 対象者

小児
０歳から１８歳まで

（入院のみ：15 歳到達の翌年度～
 18 歳到達後最初の年度末まで）

妊産婦（※） 母子手帳を交付された妊産婦

母子・父子 母子家庭の母子
父子家庭の父子

重度障害者

身体障害者手帳１・２級に該当する者
身体障害者手帳３級の内部障害に該当する者
療育手帳Ⓐ判定を受けた者
療育手帳Ａ判定を受けた者
特別児童手当１級対象者
障害年金１級受給
精神障害者保健福祉手帳１級に該当する者

笠間市HP
医療福祉費支給制度

令和元年 広報かさま ［11 月号］ No.16415



まちづくりナビ
笠間のいな吉®
笠間特別観光大使

　前回に引き続き、「立地適正化計画」における「居住誘導区域」を設定する段階的抽出方法に
ついてご説明します。

第9回

【問い合わせ】都市計画課（内線 586） 次回は、居住誘導区域などについてお知らせします。

誘導区域の設定
方法を２回に分
けて解説するね。
今回は、ステップ
２と３だよ

各施設からの「徒歩圏」は、一般的な徒歩圏
である半径800ｍ（徒歩10分圏域）を採用し
ているよ。

【 ステップ１ 】
原則として誘導区域に
含めない区域を抽出する

【 ステップ２ 】
積極的に居住誘導を図る
べき区域を抽出する

居住誘導区域を設定する段階的抽出方法

【 ステップ３ 】
都市計画と照らし合わせ
居住誘導区域を設定する

居住に適さない区域・安全性が確保し
にくい区域を抽出（詳細は前回参照）

＋ ＋

○福祉・医療・商業・教育施設等の徒歩圏＊が重なる区域
　・福祉施設…高齢者福祉施設（介護施設）
　・医療施設…内科または外科を有する病院・診療所
　・商業施設…食料品を購入できる店舗
　・教育施設等…子育て施設 ( 幼稚園等 )・小中学校
   ＊右図下の「いな吉コメント」を参照

○将来も人口密度を維持できると予想される区域
　・2035 年時点の人口密度が「20 人 /ha」以上＊の区域
　　＊「将来人口・世帯予測ツール」（国土技術政策総合研究所）による推計

○公共交通（鉄道・バス）が充実している区域
　・便数が多い主要な鉄道駅＊1 の徒歩圏
　・便数が多い主要なバス停＊1 の徒歩圏（半径 300ｍ）＊2

＊1 一般的に一日あたり片道 30 本以上（または１時間あたり３本以上）の
　　運行を基準とした機関
＊2 バス停は利用者の範囲を考慮して、徒歩圏半径 300ｍを採用

○都市基盤施設が整った区域
　・土地区画整理事業や開発行為などにより、都市基盤施設

（インフラ）が計画的、一体的に整備され、市街地とし
て特に良好な環境を有する区域

○上位計画で位置付けのある拠点等の区域
　・立地適正化計画の上位計画にあたる笠間市総合計画など

において、各種都市機能を配置する拠点として位置づけ
られている区域（例　友部駅周辺など）

視点５　上位計画で位置付ける拠点等の区域

ステップ３　都市計画と照らし合わせ居住誘導区域を設定します

ステップ２　五つの視点で誘導を図るべき区域を抽出します

・ステップ１（含めない区域）に該当しない区域
　　　　　　　　　　　かつ
・ステップ２（含めることが考えられる五つの視点）を満たす区域

左記を満たす区域を踏まえ、都市計画と
照らし合わせて居住誘導区域として設定

視点１　日常生活利便性が高い区域

視点２　人口集積の可能性が高い区域

視点３　公共交通が充実している区域

視点４　特に良好な市街地環境が整った区域

福原駅

稲田駅
笠間駅

宍戸駅

友部駅

岩間駅

用途地域界 含めることが考えられる区域
(視点１～５のいずれかを満たす区域)

□ 

塀
の
長
さ
3.4
m
以
下
ご
と
に
、
塀
の
高
さ
の

1
／
5
以
上
突
出
し
た
控
え
壁
が
あ
る
か
。

□
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
が
あ
る
か
。

□
塀
に
傾
き
、
ひ
び
割
れ
は
な
い
か
。

　
な
お
、
れ
ん
が
造
や
石
造
、
鉄
筋
の
な
い
ブ

ロ
ッ
ク
造
の
場
合
基
準
が
異
な
り
ま
す
。
基
準

の
詳
細
や
専
門
家
へ
の

相
談
窓
口
に
つ
い
て
は

県
の
H
P
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

問 

都
市
計
画
課
（
内
線
5
8
7
）

　

  

総
務
課　
危
機
管
理
室
（
内
線
2
4
5
）

下
水
道
に
つ
な
い
で
、
快
適
な
生
活
環
境
を

　
市
民
の
み
な
さ
ん
に
清
潔
で
快
適
な
生
活
を

送
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
市
で
は
下
水
道
の
整

備
を
進
め
て
い
ま
す
。

下
水
道
が
つ
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら

　

く
み
取
り
ト
イ
レ
の
場
合
は
３
年
以
内
に
、

浄
化
槽
（
合
併・単
独
）
の
場
合
は
遅
滞
な
く
、

下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
市
内
の
約
20
％
の
ご
家
庭

が
下
水
道
に
接
続
し
て
い
ま
せ
ん
。（
平
成
30

年
度
末
時
点
）
ま
だ
接
続
が
お
済
み
で
な
い
場

合
は
、
速
や
か
に
接
続
工
事
を
し
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を
す
る
に
は

　
笠
間
市
に
登
録
し
て
い
る
「
排
水
設
備
指
定

工
事
店
」
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
指
定
工

事
店
は
工
事
に
係
る
諸
手
続
き
を
代
行
し
て
く

れ
ま
す
。

接
続
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す

　
下
水
道
へ
早
期
に
接
続
す
る
方
に
対
し
、
補

助
金
が
出
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
担

当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

下
水
道
課
（
内
線
７
１
１
３
１
）

友
部
駅
前
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

 

12
月
22
日
（
日
）
午
前
9
時
～
午
後
1
時

　

  

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
と
も
べ
「
ト
モ
ア
」
ま
ち
の
広
場

下水道マスコットキャラクター
『スイスイ』

排水設備
指定工事店一覧

男性も女性も仕事と家庭が
両立できる職場環境に
男性も女性も、 育児 ・ 介護
休業制度などを利用しやす
くなるよう、 職場の環境を
変えていくことが
必要です。

家族みんなで家事を分担
「家事は女性の仕事」と決
めつけず、料理や掃除、 洗
濯などみんなで家事を分担
しよう。

子育ては
夫婦が協力し合って
父親の子育てへのかかわりが少
なく、一人で子育ての負担に悩
んでいる母親は少なく
ありません。
母親と父親が協力し
合って子育てをする
ことが大事です。

なりたい職業を自由に
選択しよう
男性も女性も、 本人の個性
や能力、 意欲を生かして働
くことができる
ように、 性別に
よる仕事の区別を
なくすことが
必要です。

子どもの個性を伸ばし
可能性を広げよう
子どもたちが性別にとらわ
れない自由な生き方を選択
できる環境を整えていくこ
とが大切です。

個人の人権を尊重しよう
女性も男性も対等なパート
ナーとして認め合い、お互
いに尊重しあう
ことが必要です。

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
【施設モニタリング（６月～８月分）】　環境保全事業団から、最終処分場モニタリング・溶融処理施設モニタリング・モニタ
リング結果の住民公表・排ガスの維持管理・浸出水の放流について、６月から８月分の監視項目に係る資料の説明を受け、施
設が適正に管理運営されていることを確認した。
　①　 最終処分場の浸出水処理水における流入水では、カドミウム、ヒ素が検出されたが、流入水・処理後の放流水ともに、

全ての項目で下水道の放流基準値を下回った。
　②　 地下水の定期モニタリングにおいては、全ての項目で環境基準値（排水基準の 1/10 程度）を下回った。また、４箇所

あるモニタリング井戸のうち、No.3 井戸でヒ素がわずかに環境基準値を、No.2 及び No.3 井戸で総鉄、総マンガン
が水道水質基準値を超えていたが、過去のデータと比較して大きな変動はなかった。

　③　防災調整池からの雨水等放流水については、全ての項目で放流基準値を下回った。
　④　 溶融処理施設の排ガス常時監視については、日平均値で自主管理値を上回ることはなく、法定基準値についても全ての

項目を満たしていた。
　⑤　 モニタリング結果の住民公表については、事業団ＨＰにおいて廃棄物の処理実績、維持管理記録（水質・排ガス等の測

定結果）を毎月公表している。　
【次回の監視活動】　環境モニタリングについて実施。

実施日�９月 26日

11月は男女共同参画推進月間です
　男女共同参画社会とは、女性も男性も性別にかかわりなく自らの個性を発揮しなが
ら、生き生きと充実した生活を送ることができる社会です。
　仕事、家庭、地域社会などあらゆる場面で、男女がともに夢や希望を実現できる

「ひとりひとりが幸せな社会」をめざしましょう。

問  秘書課（内線226）

茨城県HP

問 

佐
藤 

T
E
L 

0
9
0ｰ

3
2
4
5ｰ

0
8
8
0

く
ら
し
の
相
談

特
設
無
料
人
権
相
談

　

  

笠
間
公
民
館

 

12
月
18
日
（
水
）
午
前
10
時
～
午
後
3
時

問 

水
戸
地
方
法
務
局
（
0
2
9ｰ

2
2
7ｰ

9
9
1
9
）
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